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東京教区三才寮細則 

 寮生は、寮則第３条の目的に基づいて、一手一つに互いにたすけ合い、明るく陽気な寮生活の中

に、各自の徳分を磨き、成人にいそしむものとする。 
寮長 

寮の責任者として、寮務を統轄する。 

舎監 

・寮生の生活・信仰面の相談を受ける。 

・寮会へ立ち会う。 

・東京教区学生担当委員を務める。 

 舎監は東京教務支庁職員として勤務する。 

寮会 

・原則として月１回開催し、寮生は必ず参加 

 ること。 

・内容は、修練活動、ひのきしん等である。 

学生会活動 

・春の学生おぢばがえりに参加すること。 

・東京教区学生会総会・道の学生ひのきしん 

 デー等の教区学生会行事に参加すること。 

・学生生徒修養会大学の部に必ず１回以上 

 参加すること。 

寮生活 

・互いに信仰者であることを自覚し、教えに 

 則って生活する。 

・教区の朝夕のおつとめを基軸とした規律 

 ある生活を心がける。 

・出入りは、教務支庁正門を使用し、出入りの
際には、神殿で参拝する。 

・自室及び寮内外の清潔を保ち、整理整頓を
心がける。 

・食堂、風呂、トイレ、廊下、階段等の共用部分
の日常の掃除は寮生が交代で行う。 

・外泊をする者は、舎監に外泊先と期間を届け
出ること。 

・寮生外の宿泊は、事前に舎監に許可を 

 得ること。 

・寮内への女性の立ち入りは禁止。（親族は入
寮時のみ許可する） 

・アルバイトは、時間、場所を舎監に届け出るこ
と。 

入退寮 

・入寮を許可された者は、所定の入寮手続きを
行わなければならない。 

・退寮する者は、退寮しようとする前月の１５日
迄に申し出て、所定の退寮手続きを行わな
ければならない。 

・卒業または四年間を経て退寮する者は、３月
２５日までに退寮するものとする。 

寮費 

・寮費は月３万円、自室の電気代は、使用量分
を別途徴収する。 

・寮費は、必ず前月中に舎監を経て教務支庁
事務所に納入する。 

・寮費の払い戻しはしない。 

罰則 

・次の各項に該当する場合は、しかるべき 

 処分を行う 

 ①公序良俗に反する行為のあった場合 

 ②寮の公共物に損害を与えた場合 

 ③正当な理由なく、寮費の滞納が３ヶ月を超
えた場合 

細則の改正 

・細則の改正は、東京教区主事会の承認を 

 要する。 

附則１ 

・この細則は、平成２１年４月１日より施行する 

附則 2 

・この改正細則は、令和５年７ 

月１日より施行



入 寮 誓 約 書  
 
天理教東京教区長 殿 
 

直属教会  
所属教会  

就学学校           大学         学部         学科 

氏 名 

ふりがな 西暦 

     年   月   日生  

 
私儀、天理教東京教区三才寮に入寮の上は、寮規程を遵守し、道の学生として勉学

に励み、取り決めに応じて寮活動に参加することを誓約します。 
 

                            立教    年    月    日 
 本 人      
     （氏名）                          印 
    

  

上記の者に関し、いっさいの事柄は保護者及び保証人においてお引受けします。 

万一本人に不都合がありました場合、保護者及び保証人が本人に代わってその責務

を負うことを誓約します。 

                  立教    年    月    日 

 保護者 (住所）� 
 

     （氏名）                                                印 
 

 

                  立教    年    月    日 

 保証人 
（所属教会長）  天理教          分教会長  

 
   （氏名）                           職印 
   


